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電
気
通
信
事
業
法
第
3
3
条
第
２
項
に
基
づ
く
第
１
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
契
約
約
款
の
一
部
改
正
 

旧
 

新
 

（
用
語
の

定
義

）
 

第
３
条
 

こ
の

約
款

に
お

い
て

は
、
次

表
の
左

欄
の
用
語

は
そ
れ

ぞ
れ
右
欄

の
意

味
で

使
用

し
ま

す
。

 

用
 

 
語

 
意

 
 
 

 
 

味
 

１
～

1
0
9 

(略
)
 

(
略

)
 

1
1
0 
消

費
税

相
当

額
 

(
略

)
 

                                    

（
用

語
の

定
義

）
 

第
３

条
 

こ
の

約
款

に
お

い
て

は
、
次

表
の
左

欄
の
用
語

は
そ
れ

ぞ
れ
右
欄

の
意
味

で
使
用
し

ま
す
。

 

用
 

 
語

 
意

 
 
 

 
 
味
 

１
～

1
0
9 

(略
)
 

(
略

)
 

1
1
0 

Ｉ
Ｐ

通
信

網
サ

ー
ビ

ス
 

当
社
の
Ｉ

Ｐ
通
信
網

サ
ー
ビ

ス
契
約
約

款
（
以

下
「
Ｉ
Ｐ

通
信
網

サ
ー
ビ
ス

契
約
約

款
」
と
い

い

ま
す
。
）

に
基
づ
き

、
Ｉ
Ｐ

通
信
網
を

使
用
し

て
行
う
電

気
通
信

サ
ー
ビ
ス

 

1
1
1 
消

費
税

相
当

額
 

(
略

)
 

 （
複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
光
信

号
主
端

末
回
線
の

取
扱
い

）
 

第
3
4
条
の

1
3
 
接
続

申
込
者

は
、
第

34
条
の

４
（
光

信
号
端

末
回
線

又
は
光
信

号
局
内

伝
送
路
の

接
続
申

込
み
）
の

規
定
に

基
づ
き
、
当

社
の

光
信

号
主

端
末

回
線

と
接

続
し
よ

う
と
す

る
場
合
は
、
当

社
が
別

に
定
め

る
通
信

用
建
物
に

収
容
す

る
光
信
号

主
端
末

回
線
に

限

り
、
複

数
年
段

階
料

金
（

平
成

2
4
年
３

月
2
9
日

付
け
情
報

通
信
行

政
・
郵
政

行
政
審

議
会
答
申
（
情

郵
審
第

3
3
号

）
に

基
づ
き

、
接
続

開
始

後
１

年
間

の
接

続
料

を
低

減
さ
せ
、
当

該
低
減

額
及
び

当
該
低

減
額
に
係

る
利
息

を
接
続
開

始
後
３

年
目
の
接

続
料
に

加
算
す

る

方
法

に
よ

り
算

定
し

た
光

信
号

主
端
末

回
線
の

料
金
の
こ

と
を
い

い
ま
す
。
以
下
、
同

じ
と
し

ま
す
。
）
の
適
用

を
選
択

す
る
こ
と

が

で
き

ま
す

。
 

２
 
前

項
に

規
定

す
る

当
社

が
別

に
定

め
る
通

信
用
建
物

は
、
平

成
2
4
年
３

月
末
時

点
に
お
い

て
、
当

社
が
Ｉ
Ｐ

通
信
網

サ
ー
ビ
ス
（

Ｉ

Ｐ
通

信
網

サ
ー

ビ
ス

契
約

約
款

に
定
め

る
メ
ニ

ュ
ー
５
－

１
に
係

る
も
の
に

限
り
ま

す
。
以
下

こ
の
条

に
お
い
て

同
じ
と

し
ま
す
。

）

を
提

供
し

て
い

る
通

信
用

建
物

の
う
ち
、
他
事
業

者
が
Ｉ

Ｐ
通
信

網
サ
ー
ビ

ス
に
相

当
す
る
サ

ー
ビ
ス

を
提
供
し

て
い
る

区
域
が
、
Ｉ

Ｐ
通

信
網

サ
ー

ビ
ス

契
約

約
款

に
定
め

る
Ｉ
Ｐ

通
信
網
サ

ー
ビ
ス

の
提
供
区

域
の
半

数
に
満
た

な
い
通

信
用
建
物

と
し
、
当
社

が
選

定

す
る

も
の

と
し

ま
す

。
ま

た
、
当
社
は
、
当

社
が
別

に
定

め
る
通

信
用
建
物

に
つ
い

て
接
続
申

込
者
が

電
気
通
信

回
線
設

備
を
通
じ

て

閲
覧

で
き

る
よ

う
に

す
る

も
の

と
し
ま

す
。

 

３
 
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
接
続

申
込
者

が
複
数
年

段
階
料

金
を
適
用

し
た
光

信
号
主
端

末
回
線

と
接
続
し

よ
う
と

す
る
場
合
、
接

続
申

込
者

は
、

複
数

年
段

階
料

金
の
適

用
を
選

択
す
る
通

信
用
建

物
を
予
め

当
社
に

申
し
出
る

こ
と
を

要
す
る
も

の
と
し

ま
す
。

 

４
 
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
接
続

申
込
者

が
複
数
年

段
階
料

金
の
適
用

を
選
択

し
た
場
合

で
あ
っ

て
、
複
数

年
段
階

料
金
を
適

用
し

た
光

信
号

主
端

末
回

線
と

の
接

続
を
開

始
し
た

と
き
は
、
当

該
機
能

に
適
用

す
る
最

低
利
用
期

間
は
、
当

該
機
能

の
利
用

を
開
始
し

た

日
か

ら
起

算
し

て
３

年
間

と
し

ま
す
。

 

５
 
協

定
事

業
者

は
、
前

項
に

規
定

す
る

最
低
利

用
期
間
内

に
複
数

年
段
階
料

金
を
適

用
す
る
光

信
号
主

端
末
回
線

と
の
接

続
を
終
了

し

た
場

合
は

、
別

表
４
（

違
約

金
）
第
６
（
複

数
年
段

階
料

金
を
適

用
し
た
光

信
号
主

端
末
回
線

と
の
接

続
の
終
了

に
係
る

違
約
金
）
に

規
定

す
る

額
に

、
そ

の
額
（

利
息

に
相

当
す
る

額
を
除
き

ま
す

。
）
に
係
る

消
費
税

相
当
額
を

加
算
し

た
額
を
違

約
金
と

し
て

、
当

社

が
別

に
定

め
る

方
法

に
よ

り
支

払
う
こ

と
を
要

し
ま
す
。

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1



 
第
１
表

 

 
 

第
１

 
網

使
用

料
 

 
 
 
１

 
適

用
 

区
 
 

分
 

内
 
 
 

 
 
容

 

(
1
)～

(
7)
 

(
略

)
 

(
8
)
 端

末
回

線

伝
送

機
能

に

係
る

料
金

の

適
用

 

ア
～

ナ
（

略
）

 

                  

(
8
)
-2

～
(
1
2)
 

(
略

)
 

(
略

)
 

 

(
1
3
) 

端
末

回

線
伝

送
機

能
及

び
光

信
号

多
重

分
離

機
 

能
の

組
み

合
わ
せ

 

ア
 ２

（
料

金
額
）
２

－
１
－

１
－
１
第

２
欄
ウ

欄
に
掲

げ
る

料
金

額
に

２
－

１
－

１
－

２
第

２
欄

に
掲

げ
る

料
金

額
を

加
え

た
額

を
適

用
す

る
場

合
に

は
、

２
－

１
の

４
ア

欄
に

掲
げ

る
料

金
額

を

組
み

合
わ

せ
て

適
用

し
ま

す
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
２

－
１

の
４

ア
欄

に
規

定
す

る
機

能
を

適

用
す

る
と

き
は

、
１

の
光

局
内

ス
プ

リ
ッ

タ
（

当
社

の
通

信
用

建
物

に
設

置
さ

れ
る

光
信

号
の

多

重
分

離
を

行
う

装
置

を
い

い
ま

す
。

以
下

同
じ

と
し

ま
す

。
）

に
収

容
で

き
る

光
信

号
主

端
末

回

線
の

数
は

４
を

、
１

の
光

信
号

主
端

末
回

線
か

ら
分

岐
で

き
る

光
信

号
分

岐
端

末
回

線
の

数
は

８

を
限

度
と

し
ま

す
（

以
下

、
そ

の
光

局
内

ス
プ

リ
ッ

タ
を

「
光

信
号

主
端

末
回

線
の

最
大

収
容

数

が
４

の
も

の
」

と
い

い
ま

す
。

）
、

２
－

１
の

４
イ

欄
に

規
定

す
る

機
能

を
適

用
す

る
と

き
は

、

１
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

に
収

容
で

き
る

光
信

号
主

端
末

回
線

の
数

は
８

を
、

１
の

光
信

号
主

端

末
回

線
か

ら
分

岐
で

き
る

光
信

号
分

岐
端

末
回

線
の

数
は

４
を

限
度

と
し

ま
す

（
以

下
、

そ
の

光

局
内

ス
プ

リ
ッ
タ
を

「
光
信

号
主
端
末

回
線
の

最
大
収

容
数

が
８

の
も

の
」

と
い

い
ま

す
。

）
。

イ
 
２

（
料

金
額

）
２

－
１

－
１

－
１

第
２

欄
ウ

(
ｲ
)
欄

に
掲

げ
る

料
金

額
に

２
－

１
－

１
－

１
第

６
欄
ア
欄

に
掲
げ
る

料
金
額

を
加
え
た

額
を
適

用
す
る
場

合
に
は

、
２

-
１
の

４
に
掲

げ
る
料
金

額

を
組

み
合

わ
せ

て
適

用
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

２
－

１
の

４
ア

欄
に

規

定
す

る
機

能
を

適
用

す
る

と
き

は
、

１
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

に
収

容
で

き
る

光
信

号
端

末
回

線

の
数

は
４

を
限

度
と

し
（

以
下

、
そ

の
光

局
内

ス
プ

リ
ッ

タ
を

「
光

信
号

端
末

回
線

の
最

大
収

容

数
が

４
の

も
の

」
と

い
い

ま
す

。
）
、
２

－
１

の
４

イ
欄

に
規

定
す

る
機

能
を

適
用

す
る

と
き

は
、

１
の

光
局

内
ス
プ
リ

ッ
タ
に

収
容
で
き

る
光
信

号
端
末

回
線

の
数

は
８

を
限

度
と

し
ま

す
（

以
下

、

そ
の

光
局

内
ス
プ
リ

ッ
タ
を
「
光

信
号

端
末
回

線
の
最

大
収

容
数

が
８

の
も

の
」
と

い
い

ま
す

。
）
。

第
１
表

 

 
 
第

１
 
網

使
用

料
 

 
 

 
１

 
適

用
 

 

区
 

 
分

 
内

 
 
 

 
 
容
 

(
1
)～

(
7)
 （

略
）
 

（
略
）

 

(
8
)
 端

末
回

線
伝

送
機

能
に

係
る

料
金

の

適
用

 

ア
～
ナ

 (
略
)
 

ニ
 

第
34

条
の

13
（

複
数

年
段

階
料

金
を

適
用

す
る

光
信

号
主

端
末

回
線

の
取

扱
い

）
第

１
項

の
規

定

に
基

づ
き

、
複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
間

に
お

い
て

は
、

カ
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
２

（
料

金
額

）
２

－
１

－
１

－
１

第
２

欄
ウ

欄
に

規
定

す
る

機
能

に
つ

い
て

は
、

キ
に

規
定

す
る

場
合

を
除

き
、

２
－

１
－

１
－

１
に

掲
げ

る
料

金
額

に
、

２
－

１
－

１
－

２
の

２
に

掲
げ

る
料

金
額

及
び

２
－

１
－

１
－

２
第

２
欄

ア
欄

に
掲

げ
る

料
金

額
を

加
え

た
額

を
適

用
し

ま
す

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

１
の

光
信

号
主

端
末

回
線

か
ら

分
岐

す
る

光
信

号
分

岐
端

末
回

線
の

保
守

の
区

別
に

つ
い

て
は

、
一

体
と
し
て

利
用
す
る

光
信
号

主
端
末
回

線
の
保

守
の
態
様

と
同
一

に
な
る
も

の
を
適

用
し
ま
す

。
 

ヌ
 
第

34
条
の

1
3
第

１
項
の

規
定
に
基

づ
き

、
複
数

年
段

階
料
金

を
適
用
す

る
間
に

お
い
て
は

、
２
（
料

金
額

）
２

－
１

－
１

－
１

の
２

に
規

定
す

る
機

能
に

つ
い

て
は

、
２

－
１

－
１

－
１

の
２

に
掲

げ
る

料
金

額
に

、
２

－
１

－
１

－
２

第
２

欄
ア

欄
に

掲
げ

る
料

金
額

を
加

え
た

額
を

適
用

し
ま

す
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
１

の
光

信
号

主
端

末
回

線
か

ら
分

岐
す

る
光

信
号

分
岐

端
末

回
線

の
保

守
の

区
別

に
つ

い
て

は
、

一
体

と
し

て
利

用
す

る
光

信
号

主
端

末
回

線
の

保
守

の
態

様
と

同
一

に
な

る
も

の
を

適
用
し
ま

す
。

 

ネ
 

協
定

事
業

者
が

、
複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
光

信
号

主
端

末
回

線
と

の
接

続
を

開
始

し
て

３

年
が
経
過

し
た
後
も

当
該
回

線
と
の
接

続
を
継

続
す
る
場

合
は

、
当
該

回
線

に
つ
い

て
２
（
料

金
額

）

２
－

１
－

１
－

１
（

基
本

料
）

第
６

欄
イ

欄
又

は
２

－
１

－
１

－
２

（
加

算
料

）
第

２
欄

イ
欄

に
規

定
す
る
料

金
額
を
適

用
し
ま

す
。

 

(
8
)
-2

～
(
1
2)

 
(略

)
 

(
略

)
 

 

(
1
3
) 
端

末
回

線
伝

機

能
及

び
光

信
号

多

重
分

離
機

能
の

組

み
合

わ
せ

 

ア
 ２

（
料

金
額
）
２

－
１
－

１
－
１
第

２
欄
ウ

欄
に
掲
げ

る
料
金

額
に
２
－

１
－
１

－
２
第
２

欄
又

は

２
－

１
－

１
－

２
の

２
に

掲
げ

る
料

金
額

を
加

え
た

額
を

適
用

す
る

場
合

に
は

、
２

－
１

の
４

ア
欄

に

掲
げ

る
料

金
額

を
組

み
合

わ
せ

て
適

用
し

ま
す

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

２
－

１
の

４
ア

欄
に

規
定

す

る
機

能
を

適
用

す
る

と
き

は
、

１
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

（
当

社
の

通
信

用
建

物
に

設
置

さ
れ

る
光

信

号
の

多
重

分
離

を
行

う
装

置
を

い
い

ま
す

。
以

下
同

じ
と

し
ま

す
。

）
に

収
容

で
き

る
光

信
号

主
端

末

回
線

の
数

は
４

を
、

１
の

光
信

号
主

端
末

回
線

か
ら

分
岐

で
き

る
光

信
号

分
岐

端
末

回
線

の
数

は
８

を

限
度

と
し

ま
す

（
以

下
、

そ
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

を
「

光
信

号
主

端
末

回
線

の
最

大
収

容
数

が
４

の

も
の

」
と

い
い

ま
す

。
）

、
２

－
１

の
４

イ
欄

に
規

定
す

る
機

能
を

適
用

す
る

と
き

は
、

１
の

光
局

内

ス
プ

リ
ッ

タ
に

収
容

で
き

る
光

信
号

主
端

末
回

線
の

数
は

８
を

、
１

の
光

信
号

主
端

末
回

線
か

ら
分

岐

で
き

る
光

信
号
分
岐

端
末
回

線
の
数
は

４
を
限

度
と
し
ま

す
（

以
下

、
そ
の
光

局
内
ス

プ
リ
ッ
タ

を
「

光

信
号

主
端

末
回
線
の

最
大
収

容
数
が
８

の
も
の

」
と
い
い

ま
す
。

）
。

 

イ
 
２

（
料

金
額

）
２

－
１

－
１

－
１

第
２

欄
ウ

(
ｲ
)
欄

に
掲

げ
る

料
金

額
に

２
－

１
－

１
－

１
第

６
欄

ア
欄

又
は

２
－
１
－

１
－
１

の
２

に
掲

げ
る
料

金
額
を
加

え
た
額

を
適
用
す

る
場
合

に
は
、
２

-１
の
４

に
掲

げ
る

料
金

額
を

組
み

合
わ

せ
て

適
用

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
２

－
１

の

４
ア

欄
に

規
定

す
る

機
能

を
適

用
す

る
と

き
は

、
１

の
光

局
内

ス
プ

リ
ッ

タ
に

収
容

で
き

る
光

信
号

端

末
回

線
の

数
は

４
を

限
度

と
し

（
以

下
、

そ
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

を
「

光
信

号
端

末
回

線
の

最
大

収

容
数

が
４

の
も

の
」

と
い

い
ま

す
。

）
、

２
－

１
の

４
イ

欄
に

規
定

す
る

機
能

を
適

用
す

る
と

き
は

、

１
の

光
局

内
ス

プ
リ

ッ
タ

に
収

容
で

き
る

光
信

号
端

末
回

線
の

数
は

８
を

限
度

と
し

ま
す

（
以

下
、

そ

の
光

局
内

ス
プ
リ
ッ

タ
を
「

光
信
号
端

末
回
線

の
最
大
収

容
数
が

８
の
も
の

」
と
い

い
ま
す
。

）
。
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能
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－
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額

 

 
 

 
 

 
 

２
－

１
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１
－

１
 
基

本
料

 (
略
)
 

 
 

 
 

 
 

２
－

１
－

１
－

１
の
２

 
複
数

年
段
階
料

金
を
適

用
す
る
場

合
の
基

本
料

 

区
 
 
分

 
単

 
位

料
金
額

 
備

考
 

①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

2
,
9
08
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

 

②
 平

成
2
5年

４
月
１
日

か

ら
平

成
26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

１
第
６
欄

イ
(
ｱ
)
①
欄
に

規
定
す

る
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。

 

端
末

回
線

伝
送

機
能

（
第

５
条

（
標

準
的

な
接

続
箇

所
）

第
１

項
の

表
中

第
１

－
３

欄
で

接
続

す
る
場

合
）

 

光
信

号
主

端
末

回
線
（

光
局

外
ス

プ
リ

ッ
タ

を
含

む
も

の
に

限
り

ま
す
。
）
に

よ
り

１
芯

に
て

伝
送

を
行

う
機

能
 

ア
 

分
岐

で
き

る
光

信
号

分
岐

端
末

回
線

の
数

が
８

を
限

度
と

す
る

も
の

(
ｱ
)
  

保
守

の
区

別
が

タ
イ

プ
１

－
１

の
も

の
 

③
 平

成
2
6年

４
月
１
日

以

降
に
適
用

す

る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
１
第
６

欄
イ
(
ｱ
)
①

欄
に

規
定

す
る
料
金

額
に
、

9
6
4

円
を
加
算

し
た
料
金

額
 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
ま
た

、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
6
4
円

の
う

ち
、

9
38
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。

 

①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

2
,
9
08
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

 

 
 

 
(
ｲ
)

保
守

の
区

別
が

タ
イ

プ
１

－
２

の
も

の
 

②
 平

成
2
5年

４
月
１
日

か

ら
平

成
26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

１
第
６
欄

イ
(
ｱ
)
②
欄
に

規
定
す

る
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
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③
 平

成
2
6年

４
月
１
日

以

降
に
適
用

す

る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
１
第
６

欄
イ
(
ｱ
)
②

欄
に

規
定

す
る
料
金

額
に
、

9
6
4

円
を
加
算

し
た
料
金

額
 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
ま
た

、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
6
4
円

の
う

ち
、

9
38
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。

 

①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

2
,
9
91
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。
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月
１
日

か

ら
平
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26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る
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金

 

１
回
線
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と
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2
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4月
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日
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ら
平

成
26
年
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3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
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－

１
第
６
欄

イ
(
ｱ
)
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に

規
定
す
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料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
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２
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未

満
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場
合
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し
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。
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) 
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ｱ
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外
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の
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－
１
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第
６
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イ
(
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③
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に

規
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す
る
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額
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、

9
9
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円
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加
算

し
た
料
金

額
 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
ま
た

、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
9
3
円

の
う

ち
、

9
66
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。
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①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

2
,
8
88
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

 

②
 平

成
2
5年

４
月
１
日

か

ら
平

成
26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

１
第
６
欄

イ
(
ｲ
)
①
欄
に

規
定
す

る
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。

 

 
 

イ
 

分
岐

で
き

る
光

信
号

分
岐

端
末

回
線

の
数

が
４

を
限

度
と

す
る

も
の

(
ｱ
) 

保
守

の
区

別
が

タ
イ

プ
１

－
１

の
も

の
 

③
 平

成
2
6年

４
月
１
日

以

降
に
適
用

す

る
料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
１
第
６

欄
イ
(
ｲ
)
①

欄
に

規
定

す
る
料
金

額
に
、

9
5
8

円
を
加
算

し
た
料
金

額
 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
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ま
た

、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
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か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
5
8
円

の
う

ち
、

9
32
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
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①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

2
,
8
88
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

 

②
 平

成
2
5年

４
月
１
日

か

ら
平

成
26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

１
第
６
欄

イ
(
ｲ
)
②
欄
に

規
定
す

る
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
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(
ｲ
) 

保
守

の
区

別
が

タ
イ

プ
１

－
２

の
も

の
 

③
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成
2
6年

４
月
１
日

以

降
に
適
用

す

る
料
金

 

１
回
線

ご
と
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平
成
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年

４
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降
に
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す
る
２

－
１
－
１

－
１
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に

規
定

す
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金

額
に
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5
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円
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た
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額
 

接
続
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始

日
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ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
ま
た

、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
5
8
円

の
う

ち
、

9
32
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。

 

①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
回
線

ご
と
に

2
,
9
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円

接
続
開
始

日
か
ら
、
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年
未
満

の
場
合
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し

ま
す
。
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の

も
の
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２
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掲
げ

る
9
8
6
円

の
う

ち
、

9
59
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。
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１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

2
,
9
08
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

 

②
 平

成
2
5年

４
月
１
日

か

ら
平

成
26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

２
第
２
欄

イ
(
ｱ
)
①
欄
に

規
定
す

る
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。

 

２
－

１
－

１
－

１
第

２
欄

ウ
に

規
定

す
る

機
能

に
係

る
加

算
料

光
信

号
主

端
末

回
線

に
係

る
加

算
料

 

ア
 

光
信

号
多

重
分

離
機

能
ア

欄
と

組
み

合
わ

せ
て

利
用

す
る

も
の

(
ｱ
)
  

保
守

の
区

別
が

タ
イ

プ
１

－
１

の
も

の
 

③
 平

成
2
6年

４
月
１
日

以

降
に
適
用

す

る
料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
２
第
２

欄
イ
(
ｱ
)
①

欄
に

規
定

す
る
料
金

額
に
、

9
6
4

円
を
加
算

し
た
料
金

額
 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
ま
た
、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
6
4
円

の
う

ち
、

9
38
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。
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①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

2
,
9
08
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

 

②
 平

成
2
5年

４
月
１
日

か

ら
平

成
26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

２
第
２
欄

イ
(
ｱ
)
②
欄
に

規
定
す

る
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。

 

(
ｲ
) 

保
守

の
区

別
が

タ
イ

プ
１

－
２

の
も

の
 

③
 平

成
2
6年

４
月
１
日

以

降
に
適
用

す

る
料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
２
第
２

欄
イ
(
ｱ
)
②

欄
に

規
定

す
る
料
金

額
に
、

9
6
4

円
を
加
算

し
た
料
金

額
 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
ま
た
、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
6
4
円

の
う

ち
、

9
38
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。

 

①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

2
,
9
91
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

 

(
ｳ
)
(

ｱ
)
(
ｲ

)
以

外
の

も
の

②
 平

成
2
5年

４
月
１
日

か

ら
平

成
26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

２
第
２
欄

イ
(
ｱ
)
③
欄
に

規
定
す

る
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
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③
 平

成
2
6年

４
月
１
日

以

降
に
適
用

す

る
料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
２
第
２

欄
イ
(
ｱ
)
③

欄
に

規
定

す
る
料
金

額
に
、

9
9
3

円
を
加
算

し
た
料
金

額
 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
ま
た
、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
9
3
円

の
う

ち
、

9
66
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。

 

①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

2
,
8
88
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

 

②
 平

成
2
5年

４
月
１
日

か

ら
平

成
26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

２
第
２
欄

イ
(
ｲ
)
①
欄
に

規
定
す

る
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。

 

イ
 
 

光
信

号
多

重
分

離
機

能
イ

欄
と

組
み

合
わ

せ
て

利
用

す
る

も
の

(
ｱ
) 

保
守

の
区

別
が

タ
イ

プ
１

－
１

の
も

の
 

③
 平

成
2
6年

４
月
１
日

以

降
に
適
用

す

る
料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
２
第
２

欄
イ
(
ｲ
)
①

欄
に

規
定

す
る
料
金

額
に
、

9
5
8

円
を
加
算

し
た
料
金

額
 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
ま
た
、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
5
8
円

の
う

ち
、

9
32
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。
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①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

2
,
8
88
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

 

②
 平

成
2
5年

４
月
１
日

か

ら
平

成
26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

２
第
２
欄

イ
(
ｲ
)
②
欄
に

規
定
す

る
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。

 

 

(
ｲ
) 

保
守

の
区

別
が

タ
イ

プ
１

－
２

の
も

の
 

③
 平

成
2
6年

４
月
１
日

以

降
に
適
用

す

る
料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
２
第
２

欄
イ
(
ｲ
)
②

欄
に

規
定

す
る
料
金

額
に
、

9
5
8

円
を
加
算

し
た
料
金

額
 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。
ま
た
、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
5
8
円

の
う

ち
、

9
32
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。
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 別
表
４
 

違
約

金
 

  
第
１
（

略
）

 

 
第
２
 

光
信

号
端

末
回

線
の

接
続
の

手
続
き

に
係
る
違

約
金

 

区
 
分

 
違

約
金
の

額
 

(
1
)（

略
）

 
（

略
）

 

(
2
)（

略
）

 
（

略
）

 

ア
 
（
略

）
 

（
略
）

 

接
続

申
込

者
が

、

第
7
8
 条

の
２
（

一

般
光

信
号

中
継

回

線
、

光
信

号
端

末

回
線

又
は

光
信

号

局
内

伝
送

路
の

接

続
の

手
続

き
に

係

る
違

約
金

）
第

２
 

項
に

規
定

す
る

接

続
の

申
込

み
の

撤

回
を

行
っ

た
場

合

の
違
約
金

 

(
3
)
 

当
社

が
光

信
号

端

末
回

線
の

接
続

に
係

る
工

事
を

完
了

し
た

後
、
接

続
を

開
始
す

る

ま
で

の
間

に
撤

回
を

行
っ
た
場

合
 

イ
 

そ
の

光
信

号
端

末
回

線

に
光

信
号

分

岐
端

末
回

線

が
含

ま
れ

る

場
合

 

そ
の

接
続

申
込

者
が

行
っ

た
第

3
4
 
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る

申
込

み
に

係
る

機
能

の
利
用
料
（
料

金
表

第
１
表

(
接

続
料
金

)
第

１
（

網
使

用
料

）
２

-
１

-
１

-
２

第
２

欄
ア

欄
に

規
定

す
る

加
算

料
を

除
き

ま
す

。
）
の

1
2
 
ヶ

月
分

に
相

当
す

る
額

に
そ

の
光

信
号

分
岐

端
末

回
線

に
係

る
料

金
表

第
４

表
（

光

信
号

引
込

等
設

備
に

係
る

負
担

額
）

第
２

（
光

信
号

引
込

等
設

備
の

撤
去

に
係

る
負

担
額

）
に

規
定

す
る

負
担

額
に

相
当

す
る

額

を
加

算
し

た
額

 

 

①
 平

成
2
4年

４
月
１
日

か

ら
平

成
25

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

2
,
9
71
円

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
未
満

の
場
合

に
適
用
し

ま
す
。

 

 

②
 平

成
2
5年

４
月
１
日

か

ら
平

成
26

年

３
月

3
1日

ま

で
適
用
す

る

料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成

2
5年

4月
１

日
か

ら
平

成
26
年

3
月

3
1日

ま
で
適
用

す
る
２
－

１
－
１
－

２
第
２
欄

イ
(
ｲ
)
③
欄
に

規
定
す

る
料
金
額

 

接
続
開
始

日
か
ら
、

１
年
以
上

２
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す
。

 

 
 

 
(
ｳ
) 

(
ｱ
)
(

ｲ
)
以

外
の

も
の

③
 平

成
2
6年

４
月
１
日

以

降
に
適
用

す

る
料
金

 

１
光

信

号
主

端

末
回

線

ご
と
に

平
成
2
6
年

４
月
１
日

以
降
に
適

用
す
る
２

－
１
－
１

－
２
第
２

欄
イ
(
ｲ
)
③

欄
に

規
定

す
る
料
金

額
に
、

9
8
6

円
を
加
算

し
た
料
金

額
 

接
続
開
始

日
か
ら
、

２
年
以
上

３
年
未

満
の
場
合

に
適
用

し
ま
す

。
ま
た

、
料

金
表
通
則

の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
左

欄
に

掲
げ

る
9
8
6
円

の
う

ち
、

9
59
円

に

の
み
消
費

税
相
当

額
を
加
算

す
る
も

の
と
し
ま

す
。

 

 別
表

４
 

違
約

金
 

  
第

１
（

略
）

 

 
第

２
 

光
信

号
端

末
回

線
の

接
続
の

手
続
き

に
係
る
違

約
金

 

区
 
分

 
違

約
金
の

額
 

(
1
)（

略
）

 
（

略
）

 

(
2
)（

略
）

 
（

略
）

 

ア
 
（
略

）
 

（
略
）

 

接
続

申
込

者
が

、
第

7
8
 条

の
２
（

一
般

光

信
号

中
継

回
線

、
光

信
号

端
末

回
線

又
は

光
信

号
局

内
伝

送
路

の
接

続
の

手
続

き
に

係
る

違
約

金
）

第
２

 

項
に

規
定

す
る

接
続

の
申

込
み

の
撤

回
を

行
っ

た
場

合
の

違
約

金
 

(
3
)
 

当
社

が
光

信

号
端

末
回

線
の

接
続

に
係

る
工

事
を

完
了

し
た

後
、
接

続
を
開

始

す
る

ま
で

の
間

に
撤

回
を

行
っ

た
場
合

 

イ
 

そ
の

光
信

号
端

末
回

線

に
光

信
号

分

岐
端

末
回

線

が
含

ま
れ

る

場
合

 

そ
の

接
続

申
込

者
が

行
っ

た
第

3
4
 
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る
申
込

み
に
係
る

機
能
の

利
用
料
（
料

金
表
第

１
表

(
接

続

料
金

)
第

１
（

網
使

用
料

）
２

-
１

-
１

-
２

第
２

欄
ア

欄
に

規

定
す
る
加

算
料
を
除

き
ま
す

。
ま
た
、
第

3
4
条

の
1
3（

複
数

年
段

階
料

金
を

適
用

す
る

光
信

号
主

端
末

回
線

の
取

扱
い

）

に
規

定
す

る
複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
場

合
は

料
金

表

２
－

１
－

１
－

１
第

６
欄

イ
欄

又
は

２
－

１
－

１
－

２
第

２

欄
イ
欄
に

掲
げ
る
料

金
額

）
の

1
2
 ヶ

月
分
に
相

当
す
る
額

に

そ
の

光
信

号
分

岐
端

末
回

線
に

係
る

料
金

表
第

４
表

（
光

信

号
引

込
等

設
備

に
係

る
負

担
額

）
第

２
（

光
信

号
引

込
等

設

備
の

撤
去

に
係

る
負

担
額

）
に

規
定

す
る

負
担

額
に

相
当

す

る
額
を
加

算
し
た
額

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12

第
３
～
５

（
略

）
 

 
 

  

第
３

～
５

（
略

）
 

 
第

６
 

複
数

年
段

階
料

金
を

適
用
し

た
光
信

号
主
端
末

回
線
と

の
接
続
の

終
了
に

係
る
違
約

金
 

区
 
分

 
違

約
金
の

額
 

(
1
)
 

協
定

事
業

者
が

、
複

数
年

段

階
料

金
を

適
用

す
る

光
信

号
主

端
末

回
線

と
の

接
続

を
開

始
し

た
日

か
ら

１
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

に
、

接
続

を
終

了
し

た
場

合
 

接
続
を
終

了
し
た
日
（
以

下
、
こ
の

表
に

お
い
て
「
終

了
日
」
と

い
い
ま

す
。
）

か
ら

、
接

続
を

開
始

し
て

１
年

が
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に

対
応

す
る

、

料
金

表
第

１
表

（
接

続
料

金
）

第
１

（
網

使
用

料
）

２
（

料
金

額
）

２
－

１

－
１

－
１

第
６

欄
イ

欄
又

は
２

－
１

－
１

－
２

第
２

欄
イ

欄
に

掲
げ

る
料

金

額
に
、
接
続

を
開
始
し

た
日
か

ら
終
了
日

の
前
日

ま
で
の
期

間
に
対

応
す
る

、

２
－

１
－

１
－

１
第

６
欄

イ
欄

又
は

２
－

１
－

１
－

２
第

２
欄

イ
欄

か
ら

２

－
１

－
１

－
１

の
２

又
は

２
－

１
－

１
－

２
の

２
を

減
じ

た
額

（
以

下
、

こ

の
表
に
お

い
て
「
低

減
額
」
と

い
い
ま

す
。
）
及
び

当
該

低
減
額

に
つ
い
て

、

接
続

を
開

始
し

た
日

か
ら

終
了

日
の

前
日

ま
で

の
日

数
に

対
応

す
る

利
息

（
年

1
.
4
0
％
の

割
合

で
計
算

し
、
複
利

計
算
を

行
う
も
の

と
し
ま

す
。
以
下

、

こ
の
表
に

お
い
て
同

じ
と
し

ま
す
。
）

を
加
算

し
た
額

 

(
2
)
 

協
定

事
業

者
が

、
複

数
年

段

階
料

金
を

適
用

す
る

光
信

号
主

端
末

回
線

と
の

接
続

を
開

始
し

て
１

年
が

経
過

し
た

日
か

ら
２

年
が

経
過

す
る

日
ま

で
に

、
接

続
を

終
了

し
た

場
合

 

接
続

を
開

始
し

た
日

か
ら

1
2
ヶ

月
間

に
対

応
す

る
低

減
額

に
、
接
続

を
開
始

し
た
日
か

ら
終
了
日

の
前
日

ま
で
の
日

数
に
対

応
す
る
利

息
を
加

算
し
た
額

 

接
続

申
込

者
が
、
第

3
4

条
の

13
（

複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
光

信
号

主
端

末
回

線
の

取
扱
い

）
第

４
項

に
規

定
す
る

、
複

数
年

段
階

料
金

を
適

用
す

る
光

信
号

主
端

末
回

線
と

の
接

続
を

終
了

し
た

場
合

の
違

約
金

 

 

(
3
)
 

接
続

事
業

者
が

、
複

数
年

段

階
料

金
を

適
用

す
る

光
信

号
主

端
末

回
線

と
の

接
続

を
開

始
し

て
２

年
が

経
過

し
た

日
か

ら
３

年
が

経
過

す
る

日
ま

で
に

接
続

を
終

了
し

た
場

合
 

終
了

日
か

ら
、

接
続

を
開

始
し

て
３

年
が

経
過

す
る

日
ま

で
の

期
間

に
対

応

す
る

低
減

額
に

、
接

続
を

開
始

し
た

日
か

ら
終

了
日

の
前

日
ま

で
の

日
数

に

対
応
す
る

利
息
を
加

算
し
た

額
 

  附
則

 

１
 
こ

の
改

正
規

定
は

、
認

可
を

受
け

た
後
、

当
社
の
準

備
が
整

い
次
第
、

実
施
し

ま
す
。

 

２
 
当

社
は

、
複

数
年

段
階

料
金

の
適

用
の
選

択
を
実
現

す
る
た

め
に
要
す

る
シ
ス

テ
ム
開
発

費
用
に

つ
い
て
、
料
金
表

第
１
表
（

接
続

料
金
）
第
１
（

網
使

用
料

）
２
（

料
金

額
）
２

－
1
1（

そ
の

他
の

機
能

）
第

1
2
欄
、
第

1
4
欄

か
ら

第
1
8
欄

、
第

2
0
欄

及
び

第
22

欄

に
規

定
す

る
回

線
管

理
機

能
の

原
価
に

加
え
て

当
該
機
能

に
係
る

料
金
の
算

定
を
行

う
も
の
と

し
ま
す

。
 

３
 

当
社

は
、

平
成

2
4
年

３
月

2
9
日

付
け

情
報

通
信

行
政

・
郵

政
行

政
審

議
会

答
申

（
情

郵
審

第
3
3
号

）
に

基
づ

く
、

光
配

線
区

画

の
見

直
し
が

完
了
す

る
ま

で
の

間
に
限

り
、

光
信

号
主
端

末
回

線
に

係
る
網

使
用

料
に

つ
い
て

、
複

数
年

段
階
料

金
の

適
用

の
選
択

を

受
け

付
け

る
も

の
と

し
ま

す
。

 

 

 



網使用料算定根拠
（西日本コストに基づく接続料）
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 Ⅰ
．

算
定

手
順

・
光

信
号

主
端

末
回
線
（
複
数
年
段
階
料
金
）

  

料
金

の
設

定
に

使
用

し
た

単
金

接
続

料
金

平
成

2
4
年

3
月

2
9
日

認
可

加
入

者
光

フ
ァ

イ
バ

算
定

根
拠

（
光

信
号

主
端

末
回

線
）

　
　

平
成

2
4
年

度
適

用
の

通
常

メ
ニ

ュ
ー

料
金

　
×

　
（
1
＋

割
引

率
（
▲

2
4
.4

％
）
）

＜
開

通
後

1
年

目
＞

（
平

成
2
4
年

度
適

用
）

　
　

平
成

2
5
年

度
適

用
の

通
常

メ
ニ

ュ
ー

料
金

と
同

一
＜

開
通

後
2
年

目
＞

（
平

成
2
5
年

度
適

用
）

　
　

平
成

2
6
年

度
適

用
の

通
常

メ
ニ

ュ
ー

料
金

　
＋

　
割

引
額

×
（
1
＋

利
子

率
）

2
＜

開
通

後
3
年

目
＞

（
平

成
2
6
年

度
適

用
）

端
末

回
線

伝
送

機
能

（
光

信
号

主
端

末
回

線
）

複
数

年
段

階
料

金

2



Ⅱ.料金の設定

・光信号主端末回線（複数年段階料金）

・料金の設定

①基本料

・２－１－１－１の２　複数年段階料金を適用する場合の基本料

区分 平成24年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） 3,846

②割引率 24.4% 別紙の（２）の③

③割引額 938 ①×②

④料金　（円/回線・月） 2,908 ①－③

区分 平成25年度 備考

①料金　（円/回線・月） 3,055

区分 平成26年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） -

②平均利子率 1.40% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の　Ⅵ.他人資本利子率の算定　（1）有利子負債に対する利子率

③加算額 964 ａの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金　（円/回線・月） 964 ①＋③

区分 平成24年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） 3,846

②割引率 24.4% 別紙の（２）の③

③割引額 938 ①×②

④料金　（円/回線・月） 2,908 ①－③

区分 平成25年度 備考

①料金　（円/回線・月） 3,055

区分 平成26年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） -

②平均利子率 1.40% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の　Ⅵ.他人資本利子率の算定　（1）有利子負債に対する利子率

③加算額 964 ｄの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金　（円/回線・月） 964 ①＋③

区分 平成24年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） 3,957

②割引率 24.4% 別紙の（２）の③

③割引額 966 ①×②

④料金　（円/回線・月） 2,991 ①－③

ａ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（ア）　保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち①平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

ｂ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（ア）　保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち②平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

ｃ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（ア）　保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち③平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(ｱ)①欄に
規定する料金額に加算する料金）

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア）　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするも
のの①　保守の区別がタイプ１-１のもの　の平成24年度適用料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア）　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするも
のの①　保守の区別がタイプ１-１のもの　の平成25年度適用料金

ｄ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（イ）　保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち①平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア）　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするも
のの②　保守の区別がタイプ１-２のもの　の平成24年度適用料金

ｅ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（イ）　保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち②平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア）　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするも
のの②　保守の区別がタイプ１-２のもの　の平成25年度適用料金

ｆ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（イ）　保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち③平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(ア)②欄に
規定する料金額に加算する料金）

ｇ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（ウ）　（ア）（イ）以外のもの　のうち①平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア）　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするも
のの③　①②以外のもの　の平成24年度適用料金
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区分 平成25年度 備考

①料金　（円/回線・月） 3,143

区分 平成26年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） -

②平均利子率 1.40% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の　Ⅵ.他人資本利子率の算定　（1）有利子負債に対する利子率

③加算額 993 ｇの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金　（円/回線・月） 993 ①＋③

区分 平成24年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） 3,820

②割引率 24.4% 別紙の（２）の③

③割引額 932 ①×②

④料金　（円/回線・月） 2,888 ①－③

区分 平成25年度 備考

①料金　（円/回線・月） 3,029

区分 平成26年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） -

②平均利子率 1.40% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の　Ⅵ.他人資本利子率の算定　（1）有利子負債に対する利子率

③加算額 958 ｊの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金　（円/回線・月） 958 ①＋③

区分 平成24年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） 3,820

②割引率 24.4% 別紙の（２）の③

③割引額 932 ①×②

④料金　（円/回線・月） 2,888 ①－③

区分 平成25年度 備考

①料金　（円/回線・月） 3,029

区分 平成26年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） -

②平均利子率 1.40% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の　Ⅵ.他人資本利子率の算定　（1）有利子負債に対する利子率

③加算額 958 ｍの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金　（円/回線・月） 958 ①＋③

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ）　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするも
のの①　保守の区別がタイプ１-１のもの　の平成24年度適用料金

ｋ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（ア）　保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち②平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

ｈ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（ウ）　（ア）（イ）以外のもの　のうち②平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア）　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするも
のの③　①②以外のもの　の平成25年度適用料金

ｉ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
ア　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの（ウ）　（ア）（イ）以外のもの　のうち③平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(ｱ)③欄に規定する
料金額に加算する料金）

ｊ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（ア）　保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち①平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ）　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするも
のの①　保守の区別がタイプ１-１のもの　の平成25年度適用料金

ｌ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（ア）　保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち③平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(イ)①欄に
規定する料金額に加算する料金）

ｍ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（イ）　保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち①平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ）　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするも
のの②　保守の区別がタイプ１-２のもの　の平成24年度適用料金

ｎ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（イ）　保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち②平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ）　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするも
のの②　保守の区別がタイプ１-２のもの　の平成25年度適用料金

ｏ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（イ）　保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち③平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(イ)②欄に
規定する料金額に加算する料金）
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区分 平成24年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） 3,930

②割引率 24.4% 別紙の（２）の③

③割引額 959 ①×②

④料金　（円/回線・月） 2,971 ①－③

区分 平成25年度 備考

①料金　（円/回線・月） 3,116

区分 平成26年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） -

②平均利子率 1.40% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の　Ⅵ.他人資本利子率の算定　（1）有利子負債に対する利子率

③加算額 986 ｐの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金　（円/回線・月） 986 ①＋③

②加算料

・２－１－１－２の２　複数年段階料金を適用する場合の加算料

区分 平成24年度 備考

料金　（円/回線・月） 2,908

区分 平成25年度 備考

料金　（円/回線・月） 3,055

区分 平成26年度 備考

料金　（円/回線・月） 964

区分 平成24年度 備考

料金　（円/回線・月） 2,908

区分 平成25年度 備考

料金　（円/回線・月） 3,055

区分 平成26年度 備考

料金　（円/回線・月） 964

区分 平成24年度 備考

料金　（円/回線・月） 2,991

ｂ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち②平成25年4
月1日から平成26年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ）　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするも
のの③　①②以外のもの　の平成24年度適用料金

ｑ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（ウ）　（ア）（イ）以外のもの　のうち②平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

ｐ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（ウ）　（ア）（イ）以外のもの　のうち①平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ）　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするも
のの③　①②以外のもの　の平成25年度適用料金

①のｂ．より

ｃ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち③平成26年4
月1日以降に適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２－１－１－２第２欄イ(ア)①欄に規定する料金額に加算する料金）

①のａ．より

ｒ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の
イ　分岐できる光信号分岐端末回線の数が4を限度とするものの（ウ）　（ア）（イ）以外のもの　のうち③平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(イ)③欄に規定する
料金額に加算する料金）

ａ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち①平成24年4
月1日から平成25年3月31まで適用する料金

ｇ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（ウ）　（ア）（イ）以外のもの　のうち①平成24年4月1日から
平成25年3月31まで適用する料金

①のｅ．より

ｆ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち③平成26年4月
1日以降に適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２－１－１－２第２欄イ(ア)②欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｆ．より

①のｃ．より

ｄ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち①平成24年4月
1日から平成25年3月31まで適用する料金

①のｄ．より

ｅ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち②平成25年4月
1日から平成26年3月31まで適用する料金

①のｇ．より
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区分 平成25年度 備考

料金　（円/回線・月） 3,143

区分 平成26年度 備考

料金　（円/回線・月） 993

区分 平成24年度 備考

料金　（円/回線・月） 2,888

区分 平成25年度 備考

料金　（円/回線・月） 3,029

区分 平成26年度 備考

料金　（円/回線・月） 958

区分 平成24年度 備考

料金　（円/回線・月） 2,888

区分 平成25年度 備考

料金　（円/回線・月） 3,029

区分 平成26年度 備考

料金　（円/回線・月） 958

区分 平成24年度 備考

料金　（円/回線・月） 2,971

区分 平成25年度 備考

料金　（円/回線・月） 3,116

区分 平成26年度 備考

料金　（円/回線・月） 986

ｋ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち②平成25年4月
1日から平成26年3月31まで適用する料金

①のｈ．より

ｈ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（ウ）　（ア）（イ）以外のもの　のうち②平成25年4月1日から
平成26年3月31まで適用する料金

①のｉ．より

ｊ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち①平成24年4月
1日から平成25年3月31まで適用する料金

ｎ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち②平成25年4月
1日から平成26年3月31まで適用する料金

①のｏ．より

ｉ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 光信号多重分離機能ア欄と組み合わせて利用するものの（ウ）　（ア）（イ）以外のもの　のうち③平成26年4月1日以降に
適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２－１－１－２第２欄イ(ア)③欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｋ．より

ｍ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち①平成24年4
月1日から平成25年3月31まで適用する料金

①のｌ．より

ｌ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（ア） 保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち③平成26年4月
1日以降に適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２－１－１－２第２欄イ(イ)①欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｍ．より

①のｊ．より

ｒ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（ウ）　（ア）（イ）以外のもの　のうち③平成26年4月1日以降に
適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２－１－１－２第２欄イ(イ)③欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｒ．より

ｑ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（ウ）　（ア）（イ）以外のもの　のうち②平成25年4月1日から
平成26年3月31まで適用する料金

①のｎ．より

ｏ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（イ） 保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち③平成26年4月
1日以降に適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２－１－１－２第２欄イ(イ)②欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｑ．より

ｐ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 光信号多重分離機能イ欄と組み合わせて利用するものの（ウ）　（ア）（イ）以外のもの　のうち①平成24年4月1日から
平成25年3月31まで適用する料金

①のｐ．より
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（別紙）割引率の算定

　　（情報通信行政・郵政行政審議会答申（情郵審第３３号）別添に記載された「エントリーメニューに係る接続料水準に関する考え方」に基づき算定）

（１）メタルと光の１ユーザあたりコストが同水準となる獲得ユーザ数の算定

区分 平成24年度 備考

1,294

3,846

317

④回線管理運営費 60

3.9 ②÷（（①＋④）－（③＋④））

（２）割引率の算定

区分 平成24年度 備考

7,500 （1）の②×（1）の⑤÷2

30,768 （1）の②×8

③割引率　（％） 24.4% ①÷②

①ドライカッパ接続料と比較した場合の光主端末回線
　の平均獲得ユーザ数あたりの超過コスト　（円）

②コスト総額　（円）

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-2欄で接続する場合）　端末回線により
伝送を行う機能のア　イ以外のものの（イ）　当社の局内ｽﾌﾟﾘｯﾀを利用しない場合の①　②以外の場合のＡ　保守の区別がタイプ１-１のもの

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ　光信号主
端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア）　分岐できる光信号分岐端末回線の数が8を限度とするものの①　保守の区別
がタイプ１-１のもの　の平成24年度適用料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の2－1－1－1第2欄ウ欄又は第6欄イ欄に規定する機能に係る加算料のア　光信号分岐端末回線に係る
加算料の（ｱ）　当社の光屋内配線（主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものに限ります。）を利用するものの①　保守の区別がタイプ１-１のもの

⑤ドライカッパと１ユーザあたりコストが同水準となる
　光主端末回線あたりの獲得ユーザ数　（ユーザ）

③光信号分岐端末回線接続料　（円/回線・月）

②光信号主端末回線接続料　（円/回線・月）

①ドライカッパ接続料　（円/回線・月）

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の　13．その他の機能の　B．回線管理機能の　ＤＳＬ回線管理機能（端末回線伝送機能２－１－１－１第４
欄を利用するもののイ　端末回線伝送機能２－１－１－１第４欄（イ）①欄に係るもの）及び光信号分岐端末回線管理機能
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